
 

 

  

  

  

１１  開開催催趣趣旨旨  

環境問題は，身近なごみ問題から地球温暖化といった地球規模の問題に至るまで，多岐に

わたっています。これらの問題解決には，資源とエネルギーの大量消費に依存した社会を変

えて，循環型社会を構築していくことが不可欠です。 

調布市では，平成２８年３月に「調布市環境基本計画（計画期間：平成２８年度から平成

３７年度までの１０年間）」を策定し，その中で，市民，事業者，行政が連携・協働してより

良い環境を目指すこととしています。市民一人ひとりが自らの生活を見直し，環境保全につ

いての関心と理解を深めてもらう契機として，調布市環境フェアを開催します。 

 

２２  開開催催概概要要  

(1) 日時 

平成３１年（２０１９年）６月１日（土）午前１０時～午後３時 

(2) 開催会場 

調布市役所前庭 

(3) 主催 

調布市 

 

３３  出出展展希希望望企企画画書書応応募募（（出出展展団団体体募募集集））期期間間  

 平成３１年２月２１日（木）～ 平成３１年３月７日（木） 

 

４４  出出展展規規定定  

次の各項目のいずれか１つ以上に該当する企画を行う環境活動団体又は環境配慮団体（市

内・市外を問いません。）が当フェアに出展できるものとします。 

(1) 環境活動に取り組む市民団体・ＮＰＯ法人の環境活動概要の展示 

(2) 環境活動に取り組む事業所の環境活動概要の展示又は環境負荷低減に資する環境物品

等の展示・販売 

（例）低公害車，太陽光・風力発電，燃料電池，雨水利用機器，リサイクル商品 等 

(3) 環境に配慮して製造された食品の販売 

（例）無農薬・減農薬栽培農産物 等 

(4) 環境活動に取り組む学校等のクラブ・サークルの活動紹介 

※ 申込が多数の場合，会場の都合上，企画書の内容等により決定させていただきます。 

第第４４７７回回（（平平成成３３１１年年度度））調調布布市市環環境境フフェェアア  

出出展展団団体体募募集集要要項項  
 



 

 

５５  申申込込方方法法  

別紙「第４７回（平成３１年度）調布市環境フェア出展希望企画書」に御記入のうえ，

平平成成３３１１年年３３月月７７日日（（木木））午午後後５５時時（（必必着着））ままででにメール，ＦＡＸ，持参又は郵送にてお

申込みください。 

なお，従前の参加団体を含め，出展団体数は会場スペースの都合上２３団体程度を予定

しています。 

 

６６  出出展展ススペペーースス・・出出展展料料等等  

(1) 場所 

調布市役所前庭（屋外） 

(2) ブース規格 

テント（２間×１．５間） 原則１つ分 

  ※ 通路に面した狭隘スペースについては，テントのサイズを小さくする可能性がありま

す。（１.５間×１間） 

(3) 会場レイアウト 

   各団体の出展内容を配慮し，協議・調整を行い，主催者が決定します。 

(4) 必要物品等 

１ブースにつき，原則として，テントを１，長机を２，椅子を４まで御用意します。 

 (5) 出展料 

無料 

(6) その他 

   物品の搬入・搬出等に要する経費は，各自で御負担ください。 

 

７７  会会場場構構成成  

(1) 市民，企業，ＮＰＯ等の団体及び調布市で構成します。その際，当フェアの基本方針に

合う出展内容となるよう，各出展者に検討を依頼することがあります。展示内容は，低炭

素社会，循環型社会，自然共生社会を基本コンセプトに環境問題について身近な視点から

接することができ，一人ひとりの実践へとつながる企画・展示とします。 

(2) 出展に当たり，極力ごみの減量に努めるとともに，各ブースで出たごみについては各自

でお持ち帰りください。 

 

８８  そそのの他他  

(1) 出展のお申込みに当たり，申込者の希望は尊重しますが，全ての希望に添えない場合が

ありますので御了承ください。 

(2) 出展内容及び販売する商品は，当フェアの開催趣旨・公序良俗に反しないものとします。

法律等の定めに反するものは販売を禁止します。 

また，主催者が出展等に対し，適当でないと判断したもの（販売，展示内容等）である



 

 

場合，又は危険と判断した場合には，出展をお断りすることがあります。なお，これによ

り発生した費用の補償の責は負いません。 

(3) 出展物の管理は各自で行うものとし，主催者は盗難，紛失，火災，損傷等不可抗力によ

る損害についての責は負わないものとします。 

(4) 会場内での政治・宗教活動等は禁止しています。 

また，出展者及び出展物等により，他の出展者及び参加者に迷惑をかける行為があった

場合や，会場の秩序維持に支障をきたす恐れがある場合には，主催者は出展の中止，退去

を求めることがあります。 

(5) 当日は，事故防止・安全確保に御協力ください。 

(6) 当フェアが多数の来場者で賑わうよう，事前の広報（関係者への呼びかけ等）に努めて

ください。 

(7) 雨天等により当フェアを中止することがありますが，その場合は，当フェアを延期して

開催する予定はありません。なお，その際に生じた費用の補償の責は負いません。 

(8) 出展者は，開催前に実施する出展者打合せ会（4/19・5/21の２回），開催後の反省会（実

施日は未定７月下旬）に参加するものとします。 

 

９９  おお問問いい合合わわせせ  

〒１８２－８５１１ 東京都調布市小島町２丁目３５番地１ 

調布市環境部環境政策課環境保全係 

電話  ０４２－４８１－７０８６ 

ＦＡＸ ０４２－４８１－７５５０ 

Ｅメール kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp 

 


